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（金曜日）
第���������号

平成��年
�月 �日
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�

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
二
二
・
道
路
課
） 
一

○　
　
　

〃　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
二
三
・　

〃　

） 
一

��
�
�

�

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
退
任
届  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
農
地
整
備
課
） 
一

○
県
営
兵
庫
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（　
　

〃　
　

） 
二

○
県
営
金
立
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（　
　

〃　
　

） 
二

○
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
総
務
法
制
課
） 
二

○
佐
賀
県
庁
本
館
等
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札  
�
�
�
�
�
�
�（　
　

〃　
　

） 
三

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
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�
�
�
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�



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
五

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

東
与
賀
佐
賀

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
本
庄
町
大
字
本
庄
字
四
本
黒
木
三
角
一
四
〇
番
二

地
先
か
ら

佐
賀
市
本
庄
町
大
字
本
庄
字
三
本
黒
木
四
角
二
七
一
番
九

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
五

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。   

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

伊
万
里
畑
川

内
厳
木
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
南
波
多
町
古
川
字
牟
田
谷
五
四
五
番
六
地
先
か

ら伊
万
里
市
大
川
町
川
西
字
楠
田
九
四
六
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
九

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
 １９５
号
）
第
１８
条
第
１６
項
の
規
定
に
よ
り
、
横
落
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
就
任
し
、
及
び
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

��

��
�

�

就
退
任
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

役
職
名

平
成
２０
年
１０
月
３１
日
退
任

神
埼
市
神
埼
町
大
字
城
原
６９５
番
地

中
島
　
博
文

理
　
事

〃
　
〃
　
　
〃
　
大
字
竹
２５３４

番
地
の
２

小
柳
　
吉
春

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
〃
 　
３５６６

番
地

金
屋
　
保
男

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
大
字
尾
崎
５５４
番
地

佐
藤
　
�
治

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
 　
〃
　
  ９８９

番
地

八
谷
　
　
肇

〃
〃

佐
賀
市
久
保
泉
町
大
字
下
和
泉
１１７０

番
地

西
村
　
善
之

〃
〃

　
〃
　
　
　
〃
　
   〃
　
　
  １９３８

番
地
１

森
　
　
茂
樹

〃
〃

　
〃
　
　
　
〃
　
　
 〃
　
　
２７０４

番
地
２

柿
原
　
吉
郎

〃
〃

　
〃
　
　
　
〃
　
　
 〃
　
　
 １０９
番
地

坂
井
　
房
治

監
　
事

〃
神
埼
市
神
埼
町
大
字
竹
１６４５

番
地
の
１

永
池
　
弘
幸

〃



�������������� � � � � �������������� �
平
成
２０
年
１１
月
 １
日
就
任

　
〃
　
　
 〃
　
大
字
城
原
６９５
番
地

中
島
　
博
文

理
　
事

〃
　
〃
　
　
〃
　
大
字
竹
２５３４

番
地
の
２

小
柳
　
吉
春

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
 ３６３６

番
地

眞
�
健
次
郎

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
大
字
尾
崎
５５４
番
地

佐
藤
　
�
治

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
〃
     ９８９

番
地

八
谷
　
　
肇

〃
〃

佐
賀
市
久
保
泉
町
大
字
下
和
泉
１５３８

番
地
６

山
木
　
裕
子

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
 １９３８

番
地
１

森
　
　
茂
樹

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
 ２４３１

番
地

下
村
　
 
蔵

〃
〃

　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
 １０９
番
地

坂
井
　
房
治

監
　
事

〃
神
埼
市
神
埼
町
大
字
竹
３１３
番
地
１

佐
藤
　
泰
弘

〃

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
平
成
２０
年
３
月
１４
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
ほ
場
整
備
）
兵
庫
東
部
地
区
の
工
事
が
完
了

し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１１３
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
平
成
２０
年
３
月
１７
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
ほ
場
整
備
）
金
立
東
部
地
区
の
工
事
が
完
了

し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１１３
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７

年
政
令
第
３７２
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
ま
す
の
で
、
佐
賀

県
が
発
注
す
る
庁
舎
等
の
清
掃
委
託
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
者

の
資
格
及
び
資
格
審
査
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
名
称

　
�
　
平
成
２１
年
度
 佐
賀
県
庁
本
館
等
清
掃
業
務
委
託

　
�
　
平
成
２１
年
度
 佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
清
掃
業
務
委
託

２
　
資
格
審
査
の
申
請
受
付
期
間

　
平
成
２１
年
２
月
６
日
か
ら
平
成
２１
年
２
月
２７
日
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
)

と
し
ま
す
。

３
　
申
請
の
方
法

　
�
　
申
請
書
の
入
手
方
法
及
び
提
出
先

　「
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
は
、
佐
賀
県
経
営
支
援
本
部
総
務
法
制
課
庁
舎
管
理

担
当（
郵
便
番
号
８４０
－
８５７０

　
佐
賀
県
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号
　
電
話
０９５２

－

２５
－
７０１７

）
に
お
い
て
随
時
配
布
及
び
受
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
佐
賀
県
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.saga.lg.jp）

の
「
し
ご
と
と

産
業
～
委
託
関
連
入
札
～
庁
舎
維
持
管
理
入
札
参
加
資
格
」
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
�
　
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
　
営
業
概
要
書

イ
　
誓
約
書

ウ
　
法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
簿
謄
本

エ
　
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
個
人
の
場
合
に
限
り
ま
す
。）

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
日
（
以
下
「
審
査
基
準
日
」
と
い
う
。）
の
属
す
る
年
の
前
年

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
審
査
基
準
日
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
。
以

下
同
じ
。）
の
決
算
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

カ
　
納
税
証
明
書
（
審
査
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
事
業
税
の
納
付

す
べ
き
額
を
証
す
る
書
類
及
び
県
税
の
未
納
の
額
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い

う
。）
た
だ
し
、
佐
賀
県
の
県
税
納
税
証
明
書
（
事
業
税
納
税
証
明
及
び
県
税
の
未
納

額
の
な
い
証
明
）
の
み
、「
納
税
状
況
確
認
同
意
書
」
を
添
付
す
る
こ
と
で
こ
れ
に
代
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え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

キ
　
返
信
用
封
筒
（
長
３
号
）
に
８０
円
切
手
を
は
り
、
あ
て
名
を
記
入
し
た
も
の

　
�
　
申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語

ア
　
申
請
書
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
い
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を

付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

イ
　
添
付
書
類
の
う
ち
、
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
２２
年
大

蔵
省
令
第
９５
号
）
第
１６
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換

算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

�
　
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
第
２
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
、
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

�
　
当
該
契
約
の
履
行
に
関
し
官
公
署
の
許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
許
可

等
を
得
て
い
な
い
者
 

�
　
審
査
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
営
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
又
は
営
業
を
停
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
者
で
、
営
業
を
再
開
し
た
日
か
ら
２
年

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

５
　
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
及
び
そ
の
審
査
 

　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
し
ま
す
。

　
�
　
経
営
の
状
況

　
　
ア
　
営
業
実
績

　
　
イ
　
営
業
年
数

　
　
ウ
　
営
業
比
率

　
�
　
経
営
の
規
模

　
　
ア
　
自
己
資
本
額

　
　
イ
　
従
業
員
数

　
　
ウ
　
設
備
の
設
置
状
況

６
　
資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

　
　
入
札
参
加
資
格
審
査
結
果
通
知
書
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
し
ま
す
。

７
　
資
格
の
有
効
期
間

　
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
審
査
の
結
果
通
知
の
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
と

し
ま
す
。

８
　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し

　
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
４
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

�
　
申
請
書
そ
の
他
知
事
に
提
出
す
る
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
っ
た
と
き
。

９
　
そ
の
他

�
　
既
に
佐
賀
県
が
発
注
す
る
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者

は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
有
効
）。

�
　
当
該
公
告
に
よ
る
資
格
審
査
は
、
１
の
特
定
役
務
の
競
争
入
札
参
加
希
望
者
に
つ
い

て
の
み
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
し
ま
す
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
６
日

　
　
　
収
支
等
命
令
者

　
　
　
　
　
佐
賀
県
経
営
支
援
本
部
総
務
法
制
課
長
　
　
久
　
　
保
　
　
　
　
　
修

１
　
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
�
　
委
託
業
務
名

　
　
　
平
成
２１
年
度
 佐
賀
県
庁
本
館
等
清
掃
業
務

　
�
　
委
託
業
務
の
仕
様
等
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入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
�
　
履
行
期
間

　
　
　
平
成
２１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２２
年
３
月
３１
日
ま
で

　
�
　
履
行
場
所

　
　
　
佐
賀
県
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
　
他

２
　
入
札
参
加
資
格

�
　
庁
舎
等
の
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札

の
参
加
者
の
資
格
及
び
資
格
審
査
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２
年
佐
賀
県
告
示
第
４４４
号
）

第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
入
札
参
加
資
格
の
う
ち
平
成
２０
年
度
の
清
掃
業
務
に
係
る

入
札
の
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４５
年
法
律
第
２０
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
１２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
清
掃
業
若

し
く
は
同
項
第
８
号
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理
業
の
登
録
を
受
け
て

い
る
者
又
は
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
１３
年
法
律
第
１５６
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
１２
条
の
２
第
１
項
第
１
号

に
基
づ
く
登
録
建
築
物
清
掃
業
若
し
く
は
同
項
第
６
号
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
環
境
衛

生
一
般
管
理
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
清
掃
業
務
に
従
事
す
る
常
用
の
従
業
員
を
２５
名
以
上
有
し
、
当
該
業
務
に
２
年
以
上

の
経
験
を
有
す
る
作
業
員
を
１５
名
以
上
配
置
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
法
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
を

当
該
業
務
に
専
任
で
配
置
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
４７
年
労
働
省
令
第
３５
号
）
第
１２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

ゴ
ン
ド
ラ
の
操
作
の
業
務
に
関
す
る
安
全
の
た
め
の
特
別
の
教
育
を
受
け
た
者
を
有
し
、

当
該
業
務
に
配
置
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
主
た
る
清
掃
器
具
（
床
み
が
き
機
、
真
空
掃
除
機
、
自
動
洗
浄
機
、
じ
ゅ
う
た
ん
自

動
洗
浄
機
及
び
タ
ッ
カ
ー
）
を
保
有
し
、
当
該
業
務
に
配
置
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
３
年
法
律
第
７７
号
）

第
２
条
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
し
て
い
る
等
、

知
事
が
特
に
不
適
当
と
認
め
る
者
で
な
い
こ
と
。

３
　
入
札
参
加
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

　
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
下
記
書
類
を
添
付

し
平
成
２１
年
３
月
９
日
（
月
）
午
後
５
時
ま
で
に
下
記
５
�
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
提
出
し
た
書
類
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

�
　
法
第
１２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
同
項
第
８
号
に
基
づ
く
登
録
証
明
書
の
写

し
又
は
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
１２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
同
項
第
６
号
に
基
づ
く

登
録
証
明
書
の
写
し

�
　
住
所
､氏
名
､年
齢
､性
別
､電
話
番
号
、
雇
用
形
態
、
清
掃
経
験
年
数
及
び
清
掃
に
関

す
る
資
格
を
記
載
し
た
２５
名
以
上
の
従
業
員
名
簿
（
配
置
し
得
る
２
年
以
上
の
経
験
を

有
す
る
作
業
員
１５
名
以
上
を
含
む
。）並

び
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
等
確
認
通

知
書
の
写
し

�
　
専
任
で
配
置
す
る
者
に
か
か
る
法
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
環
境
衛
生
管

理
技
術
者
免
状
の
写
し

�
　
配
置
し
得
る
者
に
か
か
る
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
４７
年
労
働
省
令
第
３５
号
）
第

１２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
別
教
育
修
了
証
の
写
し

�
　
作
業
従
事
者
へ
の
直
近
の
研
修
実
施
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
（
研
修
実
施
者
、
日

時
、
場
所
、
講
師
、
研
修
科
目
及
び
参
加
者
名
簿
）

�
　
清
掃
年
間
計
画
表
及
び
実
施
体
制
図
（
清
掃
区
分
別
）

�
　
緊
急
時
連
絡
体
制
表

�
　
作
業
員
の
年
間
研
修
計
画
表
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�
　
配
置
す
る
清
掃
機
械
器
具
、
使
用
薬
剤
等
が
確
認
で
き
る
書
類
（
名
称
及
び
数
量
）

�
　
誓
約
書

４
　
入
札
参
加
資
格
の
確
認

　
上
記
３
で
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
の
う
え
、
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
、
入
札
へ
の
参
加
を
認
め
ま
す
。
特
に
上
記
３
（
２
）
に
関
す
る
審
査
と
し

て
一
人
一
人
に
つ
い
て
確
認
を
し
、
経
験
年
数
２
年
以
上
と
い
う
要
件
を
具
備
し
て
い
な

い
者
が
判
明
し
た
場
合
は
、
配
置
し
得
る
作
業
員
に
算
入
し
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
１５
名

以
上
に
満
た
な
い
と
な
っ
た
場
合
は
、
失
格
と
な
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
は
、
平
成
２１
年
３
月
１６
日
（
月
）
ま
で
に

通
知
し
ま
す
。

５
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

　
�
　
入
札
の
日
時
及
び
場
所

　
平
成
２１
年
３
月
２３
日
（
月
） 
午
前
１０
時
　
佐
賀
県
庁
本
館
４
階
 正
庁

　
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
書
類
書
留
と
し
、
下
記
（
６
）
の
部
局
に
午
前
９
時
３０
分

必
着
と
す
る
。

　
�
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

　
入
札
説
明
会
で
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
入
札
説
明
会
に
出
席
で
き
な
い
者
で
競
争
入

札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
に
は
、
平
成
２１
年
２
月
１６
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
９
日
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。）、

下
記
�
の
部
局
で
随
時
交
付
し
ま
す
。

　
�
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　
平
成
２１
年
２
月
１６
日
（
月
） 
午
前
１０
時

　
　
　
佐
賀
県
庁
南
別
館
２
階
 ２２
号
会
議
室

　
�
　
契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　
�
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者

は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

　
�
　
入
札
の
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
　
８４０
－
８５７０

    佐
賀
県
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号

佐
賀
県
経
営
支
援
本
部
総
務
法
制
課
 庁
舎
管
理
担
当

電
話
　
０９５２

－
２５
－
７０１７

６
　
落
札
者
が
な
い
場
合
の
処
置

　
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
な
い
と
き
は
別
に
定
め
る
日
時
に
再
度
の
入

札
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
開
札
の
際
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
す
べ
て
が
立
ち

会
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
者
の
同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
場
で
再

度
入
札
を
行
い
ま
す
。

７
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
　
入
札
保
証
金
　
佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
４
年
佐
賀
県
規
則
第
３５
号
）
第
１０３
条
第
３

　
　
　
　
　
　
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
し
ま
す
。

�
　
契
約
保
証
金
　
佐
賀
県
財
務
規
則
第
１１５
条
第
３
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
し

　
　
　
　
　
　
ま
す
。

８
　
入
札
の
無
効

　
　
次
に
掲
げ
る
入
札
は
、
無
効
入
札
と
し
ま
す
。

　
�
　
金
額
の
記
載
が
な
い
入
札

　
�
　
法
令
又
は
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
て
い
る
入
札

　
�
　
同
一
入
札
者
が
２
以
上
の
入
札
を
し
た
場
合
、
当
該
入
札
者
の
す
べ
て
の
入
札

　
�
　
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
入
札

　
�
　
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
押
印
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
入
札

�
　
金
額
の
重
複
記
載
又
は
誤
字
若
し
く
は
脱
字
に
よ
り
、
必
要
事
項
を
確
認
で
き
な
い

入
札

�
　
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
、
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
者



�������������� � � � � �������������� �

�

�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

��

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�

�

��

�
�
�
�
��

��

	�
�




�
�
�
��

�
�
	


�
�

�

�

��

�
�
�
�
�
�

�������	
��

が
し
た
入
札

９
　
入
札
の
中
止

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
を
中
止
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の
損

害
は
入
札
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

�
　
入
札
参
加
者
が
連
合
し
、
又
は
不
隠
の
行
動
を
な
す
等
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
を

公
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　
天
災
そ
の
他
や
む
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
。

�
　
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
も
の
が
２
者
以
上
い
な
か
っ
た
と
き
。

１０
　
落
札
者
の
決
定
方
法

�
　
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て

申
込
み
を
し
た
も
の
を
落
札
者
と
し
ま
す
。

�
　
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該

入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入

札
者
の
う
ち
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
し
ま

す
。

１１
　
そ
の
他

�
　
契
約
書
の
作
成
を
要
し
ま
す
。

�
　
上
記
３
で
お
預
か
り
し
た
個
人
情
報
は
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
た
め
に
使
用
し
、

ご
本
人
の
承
諾
な
し
に
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�
　
入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
参
加
に
当
た
っ
て
知
り
得
た
個
人
情
報
、
事
業
者
の
情
報

そ
の
他
県
の
情
報
（
公
知
の
事
実
を
除
く
。）
を
漏
ら
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

�
　
こ
の
調
達
契
約
は
、
１９９４

年
４
月
１５
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関

す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

�
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
入
札
及
び
契
約
は
、
当
該
委
託
業
務
に
係
る
平
成
２１
年
度
予
算

が
成
立
し
な
い
場
合
は
、
中
止
し
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
佐
賀
県
公
報
に
よ
り
公
告
し

ま
す
。

�
　
そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

１２
　
Sum
m
ary

�
　
The nature and quantity of the service to required : Saga Prefectural M

ain 

B
uilding and others cleaning consignm

ent

�
　
R
equested services : R

efer to attached list of acquired services

�
　
Service period : From

 １
 A
pril,２００９

 to ３１
 M
arch,２０１０

�
　
Location of required services : Saga Prefectural M

ain B
uilding, etc. １

�
１
�

５９
 Jonai Saga-shi Saga-ken Japan

�
　
Tim
e lim

it for tender : １０
:００
 A
.M
.,２３
 M
arch, ２００９

�
　
A
 contact point for the notice : G

eneral &
 Legal A

ffairs D
ivision, M

anagem
ent 

A
ssistance H

ead O
ffice of Saga Prefectural G

overnm
ent, １

�
１
�
５９
 Jonai Saga-

shi Saga-ken  ８４０
�
８５７０

 Japan  TEL ０９５２
�
２５
�
７０１７
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